
「 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 、 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 」 の 皆 さ ま へ  

 

日 中 一 時 受 入 事 業 者 へ の 利 用 者 負 担 

上 限 額 管 理 結 果 表 等 の 提 供 の お 願 い 

 

   名 古 屋 市 健 康 福 祉 局 障 害 者 支 援 課  

 

 ○  「 日 中 一 時 受 入 事 業 」 は 、 在 宅 の 障 害 児 （ 者 ） の 保 護 者 等 の 疾 病 等 の  

理 由 に よ り 、 日 中 に お い て 監 護 す る 方 が い な い 場 合 に 、 一 時 的 に 施 設 や

病 院 に お い て 日 中 の 支 援 を お こ な う 事 業 で す （ 本 市 の 地 域 生 活 支 援 事 業

と し て 位 置 づ け ら れ て い ま す ）。  

 

○  利 用 者 は 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 「 短 期 入 所 」 の 支 給 決 定 を 受 け 、 そ の  

支 給 量 の 範 囲 内 で 利 用 し ま す 。 日 中 一 時 受 入 事 業 の 利 用 者 負 担 は 月 額 負

担 上 限 額 に 達 す る ま で は １ 割 の 負 担 で す が 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 及 び 障 害

児 通 所 支 援 の 利 用 者 負 担 額 と 合 算 し 、 月 額 負 担 上 限 額 を 超 え る こ と は あ

り ま せ ん 。  

  

○  つ き ま し て は 、 日 中 一 時 受 入 事 業 者 が 徴 収 す る 利 用 者 負 担 額 の 確 認  

の た め 、 事 業 者 よ り 依 頼 が あ っ た 場 合 、「 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 表 」

を 、も し く は 、複 数 の 事 業 者 を 利 用 し な い な ど 、「 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理

結 果 表 」を 作 成 し な い 場 合 は 、「 利 用 者 負 担 額 表 」の 提 供 を お 願 い し ま す 。  

 

 ○  日 中 一 時 受 入 事 業 所 の 一 覧 に つ い て は 別 紙 を 参 照 く だ さ い 。  

 

例 ： 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 月 額 負 担 上 限 額 が 「 4,600 円 」  

当 該 月 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 者 負 担 額 （ 合 計 ） が 「 2,500 円 」  

同 月 の 障 害 児 通 所 支 援 の 利 用 者 負 担 額 （ 合 計 ） が 「 2,000 円 」  

「 日 中 一 時 受 入 事 業 」 の 利 用 者 負 担 相 当 額 が 「 1,500 円 」  の 場 合   

      

 

 

 

 

 

 

【 留 意 点 】  

◆ 「 日 中 一 時 受 入 事 業 」 は 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス や 障 害 児 通 所 支 援 の 利 用 者 負

担 額 の 上 限 額 管 理 の 対 象 事 業 で は な い た め 、 上 限 額 管 理 に 含 め な い よ う ご 留

意 く だ さ い 。  

障 害 福 祉 サ ー ビ ス

２ ５ ０ ０ 円  

日 中 一 時 受 入  

１ ５ ０ ０ 円  
日 中 一 時 受 入  

１ ０ ０ 円  

障 害 福 祉 サ ー ビ ス  

２ ５ ０ ０ 円  

６ ,000 円  4 ,600 円  

障 害 児 通 所 支 援  障 害 児 通 所 支 援  

２ ０ ０ ０ 円  ２ ０ ０ ０ 円  


